
                                      （介 19） 

令和 3年 4月 21日 

 

 都道府県医師会 

介護保険担当理事  殿 

日本医師会常任理事 

江 澤  和 彦 

（ 公 印 省 略 ） 

 
 

介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について 
 
 

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令及び介護保険法第百二十二条

の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令の一部を改正する省令が本年 3月 31日

に公布され、本年 4月 1日に施行されました。また、介護保険法施行令等の一部を改正する

政令、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令、介護保険法第五十一条の三第二項第一

号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の負担限度額等の一部を改正する告示が

同じく本年 3月 31日に公布され、本年 8月 1日から施行されることとなりました。 

今般の一部改正は「介護保険制度の見直しに関する意見」等を踏まえたものであり、主な

改正内容は下記のとおりです。 

 

① 高額介護（予防）サービス費の見直し（令和 3年 8月 1日施行） 

現行の現役並み所得者のうち年収約 770万円以上及び年収約 1,160万円以上の者につい

て、世帯の負担上限額をそれぞれ 93,000円及び 140,100円とすること。 
 

②財政安定化基金による貸付金の償還期限の特例（令和 3年 8月 1日施行） 

第 8期及び第 9期介護保険事業計画期間における財政安定化基金による貸付金の償還期

限を第 8期は令和 14年度末まで、第 9期は令和 17年度末まで特例的に延長とすること。 
 

➂介護保険の調整交付金及び介護保険法第 122条の 2第 2項に規定する交付金に係る算定

方法等の見直し（令和 3年 4月 1日施行） 

調整交付金の算定に用いる後期高齢者加入割合補正係数を「一人当たり介護給付費によ

る重み付け」を行う方法への見直し、令和 3年度からの調整基準標準給付費額の算定期間

について 3か月前倒し、特別調整交付金の算定期間についても同様に前倒し、前年度及び

当該年度の保険料総額の算定割合が変更となること。 



 

④補足給付の見直し（令和 3年 8月 1日施行） 

介護保険施設における食費や居住費を負担能力に応じた負担となるよう新たな段階の設

置や見直し。 

 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知の上、郡市区医師会および会員

への周知方につきご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

（添付資料） 
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貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体   御 中 

← 厚生労働省 介護保険計画課 
 

今回の内容 

 

介護保険法施行令等の一部を改正する 

政令等の公布について（通知） 

計３３枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111（内線 2164, 2260） 
FAX : 03-3503-2167 

 



老発０３３１第２号 

令和３年３月 31 日 

 

 

 都道府県知事 殿 

  

    

   厚生労働省老健局長 

 （ 公 印 省 略 ） 

 

 

介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について（通知） 

 

 

 本日付けで下記政令等（①～④）が公布され、②については本年４月１日、①、③及び④

については本年８月１日から施行することとされた。 

 ① 介護保険法施行令等の一部を改正する政令（令和３年政令第 97 号） 

 ② 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令及び介護保険法第百二十二条の

二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令の一部を改正する省令（令和３年厚

生労働省令第 69 号） 

 ③ 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 70 号） 

 ④ 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する

食費の負担限度額等の一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第 131 号） 

 

 これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村

（特別区を含む。）を始め、関係者及び関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、

その運用に遺漏なきようお願いする。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

 令和３年度から５年度までの第８期介護保険事業計画に向けて、「介護保険制度の見

直しに関する意見」（令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会）等を踏まえ、下

記事項について必要な見直しを行うこととする。 

・ 負担能力に応じた負担とする観点から、高額介護（予防）サービス費における一定

年収以上の世帯の負担上限額及び特定入所者介護（予防）サービス費（以下「補足給

付」という。）における食費の自己負担上限額等の見直しを行う。 

・ 医療療養病床等から介護医療院等への転換に伴う各介護保険者への財政影響に鑑

み、財政安定化基金による貸付金の償還期限を特例的に延長する。 

・ 調整の精緻化を図る観点から、介護保険の調整交付金等における算定期間の前倒し

等を行う。 

 

 



第２ 改正の内容 

１．高額介護（予防）サービス費の見直し 

  高額介護（予防）サービス費については、制度創設時から医療保険の高額療養費制度

を踏まえて設定している。 

  今般、負担能力に応じた負担とする観点から、医療保険の高額療養費制度における 70

歳以上の多数回該当の負担上限額に合わせ、現行の現役並み所得者のうち年収約 770 万

円以上及び年収約 1,160 万円以上の者について、世帯の負担上限額を現行の 44,400 円か

ら、それぞれ 93,000 円及び 140,100 円とする見直しを行う。 

  なお、令和３年８月からの施行に向けて、見直しの趣旨や内容等について被保険者や

介護サービス事業者等に対して丁寧に周知・広報を行うことが重要である。周知・広報

に関しては周知用リーフレット等を作成しているところであり、周知方法や事務手続の

詳細等については追ってお示しする。 
 
 ＜現行＞ 

収入要件 世帯の上限額 

現役並み所得相当（年収約 383 万円以上） 44,400 円 
 

 ＜見直し後＞ 

収入要件 世帯の上限額 

課税所得約 690 万円（年収約 1,160 万円）以上 140,100 円 

課税所得約 380 万円（年収約 770 万円）以上 

～同約 690 万円（同約 1,160 万円）未満 

93,000 円 

課税所得約 145 万円（年収約 383 万円）以上 

～同約 380 万円（同約 770 万円）未満 

44,400 円 

  ※ 一般区分や市町村民税世帯非課税者等の負担限度額は変更なし 

 

２．財政安定化基金による貸付金の償還期限の特例 

  介護保険制度における施設サービスのうち介護療養型医療施設については、入院患者

に対して適切なサービスを提供するとともに、限られた医療資源を効率的に活用する観

点から、令和６年３月31日までに廃止し、介護医療院への移行等を行うこととされてい

るが、医療保険制度の医療療養病床等からも介護保険制度の介護医療院等に移行するこ

とが見込まれ、それに伴い介護保険者の財政に影響を及ぼすことが考えられる。 

  この点、市町村において保険料収納率の低下や給付費増による財政不足が生じた場合

には、都道府県に設置される財政安定化基金により資金の交付及び貸付（次期計画期間

末に償還）を行うこととされているところ、今般、介護保険者への財政影響に鑑み、第

８期（令和３年度～５年度）及び第９期（令和６年度～８年度）介護保険事業計画期間

における財政安定化基金による貸付金の償還期限について、第８期は令和14年度末ま

で、第９期は令和17年度末まで特例的に延長することとする。 
 
＜償還期限の特例のイメージ＞ 

 



３．介護保険の調整交付金及び介護保険法第122条の２第２項に規定する交付金に係る 

算定方法等の見直し 

（１）後期高齢者加入割合補正係数の見直し 

調整交付金の算定に用いる後期高齢者加入割合補正係数（各保険者における前期

高齢者（65～74歳）及び後期高齢者（75～84歳・85歳～）の比率を調整する係数）

について、調整の精緻化を図る観点から、現行の「要介護発生率による重み付け」

から「一人当たり介護給付費による重み付け」を行う方法に見直す。 
 

（２）調整基準標準給付費額の算定期間の前倒し 

   各保険者の年間の介護給付費等については調整交付金の諸係数等調べにおいて把

握しているところ、今般、後期高齢者加入割合補正係数の見直しにより「一人当た

り介護給付費」に係るデータを用いるに当たり、格納システム等との関係で調整基

準標準給付費額の算定期間を前倒しする必要があることから、令和３年度からの調

整基準標準給付費額の算定期間について、３か月前倒しする。 

    ※ 具体的な前倒し期間は以下のとおり。 

     ・ 介護給付費の償還払い（前年度１月～当該年度 12 月→前年度 10 月～当該年

度９月） 

     ・ 介護給付費の現物給付（前年度 12 月～当該年度 11 月→前年度９月～当該年

度８月） 
 

（３）特別調整交付金の算定期間等の見直し 

   特別調整交付金の算定期間は調整基準標準給付費額の算定期間と同様であること

から、当該給付費額の算定期間の前倒し（（２）参照）に伴い、特別調整交付金の算

定期間についても同様に前倒しする。 

  ※ 具体的な前倒し期間は以下のとおり。 

   ・ 前年度１月～当該年度12月→前年度10月～当該年度９月 
 
   また、特別調整交付金の算定期間の前倒しに伴い、介護保険料減免に係る特別調

整交付金の算定基礎となる前年度及び当該年度の保険料総額の算定割合を変更する。 

  ※ 具体的な変更割合は以下のとおり。 

   前年度（１月～３月）の保険料１／４＋当該年度（４月～12月）の保険料３／４ 

 ⇒前年度（10月～3月）の保険料１／２＋当該年度（４月～12月）の保険料１／２ 
 

４．補足給付の見直し 

  介護保険施設における食費や居住費については、在宅で介護を受ける方との公平性等

の観点から、平成17年10月より利用者本人の負担を原則とし、低所得の方については一

定の給付(補足給付)を支給してきた。 

  今般、在宅で介護を受ける方との公平性等の観点から、負担能力に応じた負担となる

よう以下のとおり見直しを行う。 
 
（１）施設入所者に対する食費の助成について、現行の第３段階を、保険料の所得段階

と合わせて本人年金収入等80万円超120万円以下の段階（以下「第３段階①」とい

う。）と本人年金収入等120万円超の段階（以下「第３段階②」という。）の２つ

の段階に区分するとともに、第３段階②について、第３段階②と第４段階の本人支

出額（介護保険三施設平均）の差額の概ね２分の１の額（月額約2.2万円）を本人

の負担限度額に上乗せする。 



（２）（介護予防）短期入所生活介護及び療養介護（以下「ショートステイ」とい

う。）の食費の助成について、（１）と同様、第３段階を２つに区分するととも

に、第３段階②について、（１）の金額を踏まえた本人の負担限度額への上乗せ

（650円／日）を行う。 

   また、食費が給付対象外となっている通所介護等との均衡等の観点から、第３段

階①及び第２段階についても、負担能力に配慮しながら本人の負担限度額への上乗

せ（第３段階①：350円／日、第２段階：210円／日）を行う。各所得段階の負担限

度額への上乗せ額については、各所得段階の見直し後の負担限度額の段差（増加

額）がほぼ均等（300円から400円）となるように調整する。 

（３）食費・居住費の助成の要件となる預貯金等の基準について、所得段階に応じて設定

することとし、第２段階、第３段階①、第３段階②の３つの所得段階それぞれに基準

を設定する（第２段階：650万円、第３段階①：550万円、第３段階②：500万円）。 
 

 なお、見直しに当たっては、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サ

ービスに係る利用者負担額軽減制度事業の活用等を促進するとともに、令和３年８月か

らの施行に向けて、見直しの趣旨や内容等について被保険者や介護サービス事業者等に

対して丁寧に周知・広報を行うことが重要である。 

 周知・広報に関しては周知用リーフレット等を作成しているところであり、周知方法

や事務手続の詳細等については追ってお示しする。 

 ＜見直しのイメージ＞ 

 
※ 令和３年度介護報酬改定において、食費の基準費用額（1,392円／日）については、令和３

年８月から1,445円／日（＋53円）に引き上げることとされている。 

 

第３ 施行期日 

  第２．３は令和３年４月１日、第２．１、２及び４は同年８月１日から施行する。 

 

＜参考＞ 

○ 介護保険法施行令等の一部を改正する政令（令和３年政令第97号） 官報 

○ 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令及び介護保険法第百二十二条の二第二

項に規定する交付金の額の算定に関する省令の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第6

9号） 官報 

○ 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第70号） 官報 

○ 介護保険法第五十一条の三第二項第一号及び第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の

負担限度額等の一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第131号） 官報 
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項
第
三
号
イ
及
び
第
二
十
二
条
第

一
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山

林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項

に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
一
項
又
は
第

十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に

規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得

の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四

条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五

条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第

三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）、
地
方
税
法

附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十

五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）、
地
方
税
法
附

則
第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条

の
三
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の

二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
五

介
護
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

政
令
第
九
十
七
号

介
護
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
第
二
項
、
第
六
十
一
条
第
二
項
及
び
第
百

四
十
七
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則

第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
並
び
に
」
を
「
、
次
条
第
五
項
、」に
改
め
、「
及
び
第
四
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第

二
十
九
条
の
二
の
二
第
五
項
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
次
条
第
七
項
」
を
「
次
条
第
九
項
」
に
、「
第
二

十
九
条
の
二
の
二
第
七
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
次
項
及
び
第
五
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号

中
「
第
八
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
五
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
加
え
、「
第

八
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
一
項
を
第
十
三
項
と
し
、
第
十
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
九
項
を
第

十
一
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
八
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
十
項
」に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中「（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
前
々
年
）」を
削
り
、「
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス

等
の
あ
っ
た
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）」を
「
同
年
」
に
、「
第
五
項
」
を「
第
七
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
中
第
六
項
を
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
第
七
項
」を「
第

九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。


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項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の

金
額
）、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則

第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）、
外
国
居
住
者
等

の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十

四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得

税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の

二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
合
計
額
か
ら
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
控
除
を
し
た
後
の
金
額

二

当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
が
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
十
六
歳
未
満
の
控

除
対
象
者
の
数
を
三
十
三
万
円
に
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
日
に
お
い
て
十
六
歳
以
上
の
控
除
対
象
者
の
数
を
十

二
万
円
に
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

６

第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
介
護
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
の
い
ず
れ
か
の
居

宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
つ
い
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
が
三
百
八
十
万

円
以
上
六
百
九
十
万
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
第
二
項
中
「
四
万
四
千
四
百
円
」
と
あ
る
の
は
、「
九
万
三
千
円
」

と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
三
号
ヘ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ヘ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
が
当
該
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
分
の
地
方
税
法

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
各
種
所
得
の
金
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

十
五
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
「
各
種
所
得
の
金
額
」
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
他
の
所

得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
が
な
い
者

十
九
万
円
（
計
算
期
間
に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
被

保
険
者
及
び
当
該
基
準
日
被
保
険
者
の
合
算
対
象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た

間
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
一
万
円
と
す
る
。）

第
二
十
二
条
の
三
第
八
項
中
「
前
条
第
十
項
」
を
「
前
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
二
の
二
中
第
十
一
項
を
第
十
三
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同

条
第
七
項
中「（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）」を
削

り
、「
当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
が

一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）」を
「
同
年
」
に
、「
第
五
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
中
第
六
項
を
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
第
七
項
」
を
「
第
九
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
の
い
ず
れ
か

の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
が
一
月
か
ら

七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
所
得
に
つ
い

て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
（
当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日

に
お
い
て
世
帯
主
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
当
該
世
帯
主
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
十
九
歳
未
満
の
者
で
同
年

の
合
計
所
得
金
額
が
三
十
八
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
（
第
二
号
に
お
い
て
「
控
除
対
象
者
」
と
い
う
。）を
有
す
る

者
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）

が
六
百
九
十
万
円
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
第
二
項
中
「
四
万
四
千
四
百
円
」
と
あ
る
の
は
、「
十
四
万
百
円
」
と
す

る
。

一

当
該
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に

係
る
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区

分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
項
各
号
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後

の
金
額

二

当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
が
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
十
六
歳
未
満

の
控
除
対
象
者
の
数
を
三
十
三
万
円
に
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
日
に
お
い
て
十
六
歳
以
上
の
控
除
対
象
者
の
数

を
十
二
万
円
に
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

６

第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
の
い
ず
れ
か

の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
つ
い
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
が
三

百
八
十
万
円
以
上
六
百
九
十
万
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
第
二
項
中
「
四
万
四
千
四
百
円
」
と
あ
る
の
は
、「
九
万

三
千
円
」
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
中
「
前
条
第
十
項
」
を
「
前
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
。
第
五
項
」
の
下
に
「
及
び
次
条
第
五
項
」
を
加
え
、同
条
第
四
項
第
一
号
中「
次

条
第
七
項
」
を
「
次
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
中
「
次
項
及
び
第
五
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
七
項
ま
で
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号

中
「
第
八
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
一
項
を
第
十
三
項
と
し
、
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
二
項

ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
七
項
中「（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

前
々
年
）」を
削
り
、「
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た

月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）」を
「
同
年
」
に
、「
第
五
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
中
第
六
項
を
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
第
七
項
」
を
「
第
九
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
介
護
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
の
い
ず
れ
か
の
居

宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
所
得
に
つ
い
て
、
第
一
号
に

掲
げ
る
額
（
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
世
帯
主
で

あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
当
該
世
帯
主
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
十
九
歳
未
満
の
者
で
同
年
の
合
計
所
得
金
額
が

三
十
八
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
（
第
二
号
に
お
い
て
「
控
除
対
象
者
」
と
い
う
。）を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
第

一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
六
百
九
十
万
円
以

上
で
あ
る
と
き
は
、
第
二
項
中
「
四
万
四
千
四
百
円
」
と
あ
る
の
は
、「
十
四
万
百
円
」
と
す
る
。

一

当
該
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税

（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
次
条
第
六
項
第
三
号
ヘ
並
び
に
第
七
項
第
一
号
ヘ
及
び
第
二
号

ヘ
並
び
に
附
則
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
同
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
同
法
附

則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条

の
二
の
六
第
十
一
項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）、
同
法
附
則

第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項

に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三

十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五

条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控

除
し
た
金
額
）、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置

法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十

四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除

し
た
金
額
）、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金


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額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）、
同

法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第

三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
五
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑

所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後

の
金
額
）、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第

六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租
税

条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法

律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定

す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
合
計
額
か
ら
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
各

号
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
金
額

二

当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
が
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
い
て
十
六
歳
未
満
の
控

除
対
象
者
の
数
を
三
十
三
万
円
に
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同
日
に
お
い
て
十
六
歳
以
上
の
控
除
対
象
者
の
数
を
十

二
万
円
に
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

６

第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
要
介
護
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に
属
す
る
第
一
号
被
保
険
者
の
い
ず
れ
か
の
居

宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
あ
っ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
つ
い
て
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
が
三
百
八
十
万

円
以
上
六
百
九
十
万
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
第
二
項
中
「
四
万
四
千
四
百
円
」
と
あ
る
の
は
、「
九
万
三
千
円
」

と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
第
三
号
ヘ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ヘ

基
準
日
の
属
す
る
月
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
に
お
い
て
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
が
当
該
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
分
の
地
方
税
法

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
各
種
所
得
の
金
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第

十
五
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
「
各
種
所
得
の
金
額
」
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
他
の
所

得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
が
な
い
者

十
九
万
円
（
計
算
期
間
に
お
い
て
、
当
該
基
準
日
被

保
険
者
及
び
当
該
基
準
日
被
保
険
者
の
合
算
対
象
者
の
う
ち
複
数
の
者
が
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た

間
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
十
一
万
円
と
す
る
。）

第
二
十
二
条
の
三
第
八
項
中
「
前
条
第
十
項
」
を
「
前
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

（
介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
基
金
事
業
貸
付
金
の
償
還
期
限
の
特
例
）

第
二
条
の
二

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
計
画
期
間
に
お
け
る
基
金
事
業
貸
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
貸
付
金
」
と
い
う
。）の
償
還
期
限
は
、
当
該
償
還
に
よ
っ
て
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
計
画

期
間
に
お
け
る
保
険
料
の
額
が
著
し
く
高
く
な
る
と
見
込
ま
れ
る
市
町
村
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
が
適
当
と
認
め

る
も
の
に
対
す
る
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
十
一
年
度
の
末
日
と
す

る
。

２

貸
付
金
の
償
還
期
限
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
も
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
計
画
期
間
に
お
け

る
保
険
料
の
額
が
著
し
く
高
く
な
る
と
見
込
ま
れ
る
市
町
村
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
が
適
当
と
認
め
る
も
の
に
対

す
る
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
六
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、令
和
十
四
年
度
の
末
日
と
す
る
。

（
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
基
金
事
業
貸
付
金
の
償
還
期
限
の
特
例
）

第
二
条
の
三

令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
計
画
期
間
に
お
け
る
基
金
事
業
貸
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
貸
付
金
」
と
い
う
。）の
償
還
期
限
は
、
当
該
償
還
に
よ
っ
て
令
和
九
年
度
か
ら
令
和
十
一
年
度
ま
で
の
計

画
期
間
に
お
け
る
保
険
料
の
額
が
著
し
く
高
く
な
る
と
見
込
ま
れ
る
市
町
村
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
が
適
当
と
認

め
る
も
の
に
対
す
る
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
十
四
年
度
の
末
日
と

す
る
。

２

貸
付
金
の
償
還
期
限
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
も
令
和
九
年
度
か
ら
令
和
十
一
年
度
ま
で
の
計
画
期
間
に
お

け
る
保
険
料
の
額
が
著
し
く
高
く
な
る
と
見
込
ま
れ
る
市
町
村
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
が
適
当
と
認
め
る
も
の
に

対
す
る
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
第
六
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
十
七
年
度
の
末
日
と
す

る
。附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
介
護
保
険
法
第
六
十
二
条
に
規
定
す

る
要
介
護
被
保
険
者
等
が
受
け
た
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス

等
及
び
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

施
行
日
前
に
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
旧
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。）第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
た
健
康
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

介
護
保
険
法
施
行
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
旧
介
護
保
険
法
の
規
定

に
よ
る
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自

立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
八
年
政
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
二
十
一
号
イ
中
「
及
び
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
を
「
、
第
四
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま

で
」
に
、「
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
を
「
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
四
項
及
び
第
七
項
か

ら
第
十
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
び
厚
生
年
金
保
険

制
度
並
び
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

平
成
十
六
年
度
、
平
成
十
七
年
度
、
平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
の
国
民
年
金
制
度
及
び
厚
生
年
金

保
険
制
度
並
び
に
国
家
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
改
正
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
法
令
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す

る
政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
第
十
六
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
七
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
九
項
」
に

改
め
る
。

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉





介
護
保
険
の
調
整
交
付
金
等
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
及
び
介
護
保
険
法
第
百
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
介
護
保
険
の
調
整
交
付
金
等
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

介
護
保
険
の
調
整
交
付
金
等
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
調
整
基
準
標
準
給
付
費
額
）

（
調
整
基
準
標
準
給
付
費
額
）

第
三
条

前
条
の
調
整
基
準
標
準
給
付
費
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

第
三
条

前
条
の
調
整
基
準
標
準
給
付
費
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一

前
年
度
の
九
月
十
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
九
月
十
日
ま
で
の
間
の
請
求
に
係
る
次
に
掲
げ
る
介
護
給
付
に

要
し
た
費
用
の
額
で
あ
っ
て
当
該
年
度
の
九
月
末
日
現
在
に
お
い
て
審
査
決
定
し
て
い
る
も
の
の
額

一

前
年
度
の
十
二
月
十
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
十
日
ま
で
の
間
の
請
求
に
係
る
次
に
掲
げ
る
介
護
給

付
に
要
し
た
費
用
の
額
で
あ
っ
て
当
該
年
度
の
十
二
月
末
日
現
在
に
お
い
て
審
査
決
定
し
て
い
る
も
の
の
額

イ
〜
ホ

（
略
）

イ
〜
ホ

（
略
）

二

前
年
度
の
九
月
十
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
九
月
十
日
ま
で
の
間
の
請
求
に
係
る
次
に
掲
げ
る
予
防
給
付
に

要
し
た
費
用
の
額
で
あ
っ
て
当
該
年
度
の
九
月
末
日
現
在
に
お
い
て
審
査
決
定
し
て
い
る
も
の
の
額

二

前
年
度
の
十
二
月
十
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
十
日
ま
で
の
間
の
請
求
に
係
る
次
に
掲
げ
る
予
防
給

付
に
要
し
た
費
用
の
額
で
あ
っ
て
当
該
年
度
の
十
二
月
末
日
現
在
に
お
い
て
審
査
決
定
し
て
い
る
も
の
の
額

イ
〜
ニ

（
略
）

イ
〜
ニ

（
略
）

三

前
年
度
の
十
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
介
護
給
付
に
要
し

た
費
用
の
額

三

前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
介
護
給
付
に

要
し
た
費
用
の
額

イ
〜
チ

（
略
）

イ
〜
チ

（
略
）

リ

施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
（
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

（
新
設
）

ヌ
〜
カ

（
略
）

リ
〜
ワ

（
略
）

四

前
年
度
の
十
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
予
防
給
付
に
要
し

た
費
用
の
額

四

前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
予
防
給
付
に

要
し
た
費
用
の
額

イ
〜
ヲ

（
略
）

イ
〜
ヲ

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
別
調
整
交
付
金
の
額
）

（
特
別
調
整
交
付
金
の
額
）

第
七
条

特
別
調
整
交
付
金
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

第
七
条

特
別
調
整
交
付
金
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一

前
年
度
の
十
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
災
害
等
に
よ
り
減
免
の
措
置
を
採
っ
た

保
険
料
の
額
が
、
前
年
度
に
お
い
て
賦
課
し
た
保
険
料
の
総
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
当
該
年
度
に

お
い
て
賦
課
し
た
保
険
料
の
総
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
合
算
し
て
得
た
額
の
百
分
の
三
に
相
当
す

る
額
以
上
で
あ
る
場
合

一

前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
災
害
等
に
よ
り
減
免
の
措
置
を

採
っ
た
保
険
料
の
額
が
、
前
年
度
に
お
い
て
賦
課
し
た
保
険
料
の
総
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
当
該

年
度
に
お
い
て
賦
課
し
た
保
険
料
の
総
額
の
四
分
の
三
に
相
当
す
る
額
を
合
算
し
て
得
た
額
の
百
分
の
三
に

相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
場
合

当
該
保
険
料
の
減
免
額
の
十
分
の
八
以
内
の
額

当
該
保
険
料
の
減
免
額
の
十
分
の
八
以
内
の
額

二

前
年
度
の
十
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
災
害
等
に
よ
る
法
第
五
十
条

第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
六
十
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に

よ
り
生
じ
た
介
護
給
付
及
び
予
防
給
付
に
要
し
た
費
用
の
額
が
、
第
三
条
に
規
定
す
る
調
整
基
準
標
準
給
付

費
額
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。）の
九
十
分
の
十
に
相
当
す
る
額
、
調
整
基
準
標
準
給
付
費
額
（
法
第
四

十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
八
十
分
の
二

十
に
相
当
す
る
額
及
び
調
整
基
準
標
準
給
付
費
額
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第

二
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
七
十
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
の
合
算
額
の
百
分
の
三
に
相

当
す
る
額
以
上
で
あ
る
場
合

二

前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
災
害
等
に
よ
る
法
第
五

十
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
六
十
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
の
適

用
に
よ
り
生
じ
た
介
護
給
付
及
び
予
防
給
付
に
要
し
た
費
用
の
額
が
、
第
三
条
に
規
定
す
る
調
整
基
準
標
準

給
付
費
額
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。）の
九
十
分
の
十
に
相
当
す
る
額
、
調
整
基
準
標
準
給
付
費
額
（
法

第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
八
十
分

の
二
十
に
相
当
す
る
額
及
び
調
整
基
準
標
準
給
付
費
額
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
又
は
第
五
十
九
条
の

二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
七
十
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
の
合
算
額
の
百
分
の
三

に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
場
合

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
九
号

介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
第
一
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
一
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
保
険
の
調
整
交
付
金
等
の
交
付
額
の
算
定
に

関
す
る
省
令
及
び
介
護
保
険
法
第
百
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久





当
該
災
害
等
に
よ
る
法
第
五
十
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
六
十
条
第
一
項
、
第
二
項

若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
生
じ
た
介
護
給
付
及
び
予
防
給
付
に
要
し
た
費
用
の
額
に
第
四
条

第
二
号
に
掲
げ
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
十
分
の
八
以
内
の
額

当
該
災
害
等
に
よ
る
法
第
五
十
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
六
十
条
第
一
項
、
第
二
項

若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
生
じ
た
介
護
給
付
及
び
予
防
給
付
に
要
し
た
費
用
の
額
の
十
分
の

八
以
内
の
額

三

（
略
）

三

（
略
）

別
表
第
一
（
第
五
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
五
条
関
係
）

後
期
高
齢
者
加
入
割
合

補
正
係
数

Ａ
×
Ｘ
＋
Ｂ
×
Ｙ
＋
Ｃ
×
Ｚ

Ｄ
×
Ｘ
＋
Ｅ
×
Ｙ
＋
Ｆ
×
Ｚ

後
期
高
齢
者
加
入
割
合

補
正
係
数

Ａ
×
Ｘ
＋
Ｂ
×
Ｙ
＋
Ｃ
×
Ｚ

Ｄ
×
Ｘ
＋
Ｅ
×
Ｙ
＋
Ｆ
×
Ｚ

備
考

こ
の
表
に
お
け
る
算
定
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

備
考

こ
の
表
に
お
け
る
算
定
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

Ａ
〜
Ｆ

（
略
）

Ａ
〜
Ｆ

（
略
）

Ｘ

当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
市
町
村
に
係
る
前
期
高
齢
者
に
係
る
介
護
給
付
及
び
予
防
給
付
の
額
（
前

年
度
の
九
月
十
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
九
月
十
日
ま
で
の
間
の
請
求
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
当
該
年
度
の

九
月
末
日
現
在
に
お
い
て
審
査
決
定
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
Ｙ
及
び
Ｚ
に
お
い
て
同
じ
。）を
当
該
年
度

に
お
け
る
全
て
の
市
町
村
に
係
る
前
期
高
齢
者
の
総
数
で
除
し
て
得
た
額

Ｘ

当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
市
町
村
に
係
る
前
期
高
齢
者
の
総
数
に
対
す
る
当
該
年
度
に
係
る
全
て
の

市
町
村
に
係
る
前
期
高
齢
者
で
あ
っ
て
要
介
護
者
又
は
要
支
援
者
で
あ
る
も
の
の
総
数
の
割
合
を
、
前
期

高
齢
者
に
係
る
要
介
護
状
態
区
分
ご
と
の
分
布
状
況
等
を
踏
ま
え
て
補
正
し
て
算
定
し
た
割
合

Ｙ

当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
市
町
村
に
係
る
八
十
五
歳
未
満
後
期
高
齢
者
に
係
る
介
護
給
付
及
び
予
防

給
付
の
額
を
当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
市
町
村
に
係
る
八
十
五
歳
未
満
後
期
高
齢
者
の
総
数
で
除
し
て

得
た
額

Ｙ

当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
市
町
村
に
係
る
八
十
五
歳
未
満
後
期
高
齢
者
の
総
数
に
対
す
る
当
該
年
度

に
係
る
全
て
の
市
町
村
に
係
る
八
十
五
歳
未
満
後
期
高
齢
者
で
あ
っ
て
要
介
護
者
又
は
要
支
援
者
で
あ
る

も
の
の
総
数
の
割
合
を
、
八
十
五
歳
未
満
後
期
高
齢
者
に
係
る
要
介
護
状
態
区
分
ご
と
の
分
布
状
況
等
を

踏
ま
え
て
補
正
し
て
算
定
し
た
割
合

Ｚ

当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
市
町
村
に
係
る
八
十
五
歳
以
上
後
期
高
齢
者
に
係
る
介
護
給
付
及
び
予
防

給
付
の
額
を
当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
市
町
村
に
係
る
八
十
五
歳
以
上
後
期
高
齢
者
の
総
数
で
除
し
て

得
た
額

Ｚ

当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
市
町
村
に
係
る
八
十
五
歳
以
上
後
期
高
齢
者
の
総
数
に
対
す
る
当
該
年
度

に
係
る
全
て
の
市
町
村
に
係
る
八
十
五
歳
以
上
後
期
高
齢
者
で
あ
っ
て
要
介
護
者
又
は
要
支
援
者
で
あ
る

も
の
の
総
数
の
割
合
を
、
八
十
五
歳
以
上
後
期
高
齢
者
に
係
る
要
介
護
状
態
区
分
ご
と
の
分
布
状
況
等
を

踏
ま
え
て
補
正
し
て
算
定
し
た
割
合

（
介
護
保
険
法
第
百
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

介
護
保
険
法
第
百
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
調
整
基
準
標
準
事
業
費
額
）

（
調
整
基
準
標
準
事
業
費
額
）

第
三
条

前
条
の
調
整
基
準
標
準
事
業
費
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

第
三
条

前
条
の
調
整
基
準
標
準
事
業
費
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一

前
年
度
の
九
月
十
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
九
月
十
日
ま
で
の
間
の
請
求
に
係
る
次
に
掲
げ
る
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総

合
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
要
し
た
費
用
の
額
で
あ
っ
て
当
該
年
度
の
十
二
月
末
日
現
在
に
お
い
て
審

査
決
定
し
て
い
る
も
の
の
額

一

前
年
度
の
十
二
月
十
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
十
日
ま
で
の
間
の
請
求
に
係
る
次
に
掲
げ
る
介
護
予

防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支

援
総
合
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
要
し
た
費
用
の
額
で
あ
っ
て
当
該
年
度
の
十
二
月
末
日
現
在
に
お
い

て
審
査
決
定
し
て
い
る
も
の
の
額

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

二

前
年
度
の
十
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
介
護
予
防
・
日
常

生
活
支
援
総
合
事
業
に
要
し
た
費
用
の
額

二

前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
要
し
た
費
用
の
額

イ
〜
ホ

（
略
）

イ
〜
ホ

（
略
）

（
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
特
別
調
整
交
付
金
の
額
）

（
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
特
別
調
整
交
付
金
の
額
）

第
七
条

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
特
別
調
整
交
付
金
の
額
は
、次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

第
七
条

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
特
別
調
整
交
付
金
の
額
は
、次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。

一

前
年
度
の
十
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
災
害
等
に
よ
り
減
免
の
措
置
を
採
っ
た

利
用
料
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
九
項
及
び
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
八
項
の
利
用
料
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
額
が
、
利
用
料
の
総
額
の
百
分
の
三
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
場
合

当
該

利
用
料
の
減
免
額
の
十
分
の
八
以
内
の
額

一

前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
災
害
等
に
よ
り
減
免
の
措
置
を

採
っ
た
利
用
料（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
九
項
及
び
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
八
項
の
利
用
料
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
額
が
、
利
用
料
の
総
額
の
百
分
の
三
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
場
合

当
該
利
用
料
の
減
免
額
の
十
分
の
八
以
内
の
額

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報



二

前
年
度
の
十
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
災
害
等
に
よ
る
介
護
保
険
法

施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第
三
項
（
同
条
第
四
項
及

び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
の

適
用
に
よ
り
生
じ
た
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
要
し
た
費
用
の
額
が
、
第
三
条
に
規
定
す
る

調
整
基
準
標
準
事
業
費
額
（
同
条
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
同
令
第
百
四
十
条
の

六
十
三
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。）の
九
十
分
の
十
に
相
当
す
る
額
、

調
整
基
準
標
準
事
業
費
額
（
第
三
条
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
同
令
第
百
四
十
条

の
六
十
三
の
二
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
八
十
分
の
二
十
に
相
当
す
る
額
及
び
調
整

基
準
標
準
事
業
費
額
（
第
三
条
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
同
令
第
百
四
十
条
の
六

十
三
の
二
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
七
十
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
の
合
算
額
の
百

分
の
三
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
場
合

当
該
災
害
等
に
よ
る
同
令
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第
三
項

の
適
用
に
よ
り
生
じ
た
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
要
し
た
費
用
の
額
に
第
四
条
第
二
号
に
掲

げ
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
十
分
の
八
以
内
の
額

二

前
年
度
の
一
月
一
日
か
ら
当
該
年
度
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
災
害
等
に
よ
る
介
護
保

険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第
三
項
（
同
条
第
四

項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規

定
の
適
用
に
よ
り
生
じ
た
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
要
し
た
費
用
の
額
が
、
第
三
条
に
規
定

す
る
調
整
基
準
標
準
事
業
費
額
（
同
条
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
同
令
第
百
四
十

条
の
六
十
三
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。）の
九
十
分
の
十
に
相
当
す
る

額
、
調
整
基
準
標
準
事
業
費
額
（
第
三
条
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
同
令
第
百
四

十
条
の
六
十
三
の
二
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
八
十
分
の
二
十
に
相
当
す
る
額
及
び

調
整
基
準
標
準
事
業
費
額
（
第
三
条
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
限
り
、
同
令
第
百
四
十
条

の
六
十
三
の
二
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
七
十
分
の
三
十
に
相
当
す
る
額
の
合
算
額

の
百
分
の
三
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
場
合

当
該
災
害
等
に
よ
る
同
令
第
百
四
十
条
の
六
十
三
の
二
第

三
項
の
適
用
に
よ
り
生
じ
た
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
要
し
た
費
用
の
額
の
十
分
の
八
以
内

の
額

三

（
略
）

三

（
略
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
普
通
調
整
交
付
金
の
額
の
算
定
の
特
例
）

第
二
条

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
の
調
整
交
付
金
等
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
次
条
並
び
に
附
則
第
五
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
「
新
算
定
省
令
」
と

い
う
。）第
二
条
に
規
定
す
る
普
通
調
整
交
付
金
の
額
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
市
町
村
の
調
整
基
準
標
準
給
付
費
額
に
当
該
市
町
村
の
普
通
調
整
交
付
金
交
付
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
当
該
市
町
村
の
介
護
給
付
等
（
介

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
条
に
規
定
す
る
介
護
給
付
等
を
い
う
。
附
則
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
に
関
す
る
取
組
（
同
法
第
百
二
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
給
付
等
に
要

す
る
費
用
の
適
正
化
に
関
す
る
取
組
を
い
う
。
附
則
第
七
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
状
況
を
勘
案
し
た
額
を
控
除
し
た
額
に
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
令
和
三
年
度
に
お
け
る
調
整
基
準
標
準
給
付
費
額
及
び
特
別
調
整
交
付
金
の
額
の
算
定
の
特
例
）

第
三
条

令
和
三
年
度
に
お
け
る
新
算
定
省
令
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
整
基
準
標
準
給
付
費
額
の
算
定
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
九
月
十
一
日
」
と
あ
る
の
は「
十
二
月
十
一
日
」

と
、
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
十
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
一
月
一
日
」
と
す
る
。

２

令
和
三
年
度
に
お
け
る
新
算
定
省
令
第
七
条
に
規
定
す
る
特
別
調
整
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
の
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
中
「
十
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
一
月
一
日
」
と
、「
前
年
度
に
お
い
て
賦
課
し
た

保
険
料
の
総
額
の
二
分
の
一
」
と
あ
る
の
は
「
前
年
度
に
お
い
て
賦
課
し
た
保
険
料
の
総
額
の
四
分
の
一
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
十
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
一
月
一
日
」
と
す
る
。

第
四
条

令
和
三
年
度
に
お
け
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
第
百
二
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
次
項
及
び
附
則
第
六
条
に
お
い
て
「
新
総
合
事
業
算
定
省
令
」
と
い
う
。）第

三
条
に
規
定
す
る
調
整
基
準
標
準
事
業
費
額
の
算
定
に
つ
い
て
の
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
中
「
九
月
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
十
二
月
十
一
日
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
十
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
一
月
一
日
」

と
す
る
。

２

令
和
三
年
度
に
お
け
る
新
総
合
事
業
算
定
省
令
第
七
条
に
規
定
す
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
特
別
調
整
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
の
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
十
月
一
日
」

と
あ
る
の
は
、「
一
月
一
日
」
と
す
る
。

（
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
後
期
高
齢
者
加
入
割
合
補
正
係
数
の
算
定
の
特
例
）

第
五
条

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
新
算
定
省
令
第
四
条
第
二
号
の
後
期
高
齢
者
加
入
割
合
補
正
係
数
は
、
新
算
定
省
令
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
の
調
整

交
付
金
等
の
交
付
額
の
算
定
に
関
す
る
省
令
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
旧
算
定
省
令
」
と
い
う
。）別
表
第
一
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
新
算
定
省
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
を
合
算
し
て

得
た
数
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
す
る
。

第
六
条

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
新
総
合
事
業
算
定
省
令
第
四
条
第
二
号
の
後
期
高
齢
者
加
入
割
合
補
正
係
数
は
、
新
総
合
事
業
算
定
省
令
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
算
定
省
令
別
表
第
一
に
掲
げ

る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
新
算
定
省
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
す
る
。

（
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
調
整
率
の
算
定
の
特
例
）

第
七
条

令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
新
算
定
省
令
第
八
条
に
規
定
す
る
調
整
率
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
第
二
号
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
数
と
す
る
。

一

当
該
年
度
分
と
し
て
交
付
す
る
調
整
交
付
金
の
総
額
か
ら
当
該
年
度
に
お
い
て
各
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
る
特
別
調
整
交
付
金
の
総
額
を
控
除
し
て
得
た
額

二

当
該
年
度
に
お
け
る
各
市
町
村
に
係
る
新
算
定
省
令
第
三
条
に
規
定
す
る
調
整
基
準
標
準
給
付
費
額
に
新
算
定
省
令
第
四
条
に
規
定
す
る
普
通
調
整
交
付
金
交
付
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
当
該
市
町
村
の
介
護
給
付
等
に
要
す
る
費

用
の
適
正
化
に
関
す
る
取
組
の
状
況
を
勘
案
し
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
算
額





介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給
付
）

（
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
八
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給
付
）

第
八
十
三
条
の
三

令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

第
八
十
三
条
の
三

令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
八
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
申
請
）

（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
申
請
）

第
八
十
三
条
の
四

（
略
）

第
八
十
三
条
の
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
、
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
町

村
は
、
当
該
書
類
に
よ
り
明
ら
か
に
す
べ
き
事
実
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当

該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
、
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
町

村
は
、
当
該
書
類
に
よ
り
明
ら
か
に
す
べ
き
事
実
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当

該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
）

（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
）

第
八
十
三
条
の
五

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
短
期
入
所

療
養
介
護
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

第
八
十
三
条
の
五

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
短
期
入
所

療
養
介
護
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

一

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な

い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
み
、
配
偶
者
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
場
合
、
要
介

護
被
保
険
者
が
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

三
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場

合
に
お
け
る
当
該
配
偶
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）が
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
度
（
当
該
特
定
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）分
の
地
方
税
法（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
第
九
十
七
条
の
三
に

お
い
て
同
じ
。）が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が

免
除
さ
れ
た
者（
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。

同
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
り
、
か
つ
、当
該
要
介
護
被
保
険
者
及
び
そ
の
者
の
配
偶
者
が
所
有
す
る
現
金
、

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
預
貯
金
、
同
項
第
十
一

号
に
規
定
す
る
合
同
運
用
信
託
、
同
項
第
十
五
号
の
三
に
規
定
す
る
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
及
び
同

項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
資
産
の
合
計
額
と
し
て
市
町
村
長
が
認
定
し

た
額
（
第
九
十
七
条
の
三
第
一
号
に
お
い
て
「
現
金
等
」
と
い
う
。）が
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額
以
下
で
あ
る
も
の

一

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な

い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
み
、
配
偶
者
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
場
合
、
要
介

護
被
保
険
者
が
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

三
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場

合
に
お
け
る
当
該
配
偶
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）が
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
度
（
当
該
特
定
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）分
の
地
方
税
法（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
第
九
十
七
条
の
三
に

お
い
て
同
じ
。）が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が

免
除
さ
れ
た
者（
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。

同
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
り
、
か
つ
、当
該
要
介
護
被
保
険
者
及
び
そ
の
者
の
配
偶
者
が
所
有
す
る
現
金
、

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
預
貯
金
、
同
項
第
十
一

号
に
規
定
す
る
合
同
運
用
信
託
、
同
項
第
十
五
号
の
三
に
規
定
す
る
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
及
び
同

項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
資
産
の
合
計
額
と
し
て
市
町
村
長
が
認
定
し

た
額
が
二
千
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
千
万
円
）
以
下
で
あ

る
も
の

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
並
び
に
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久





イ

第
一
号
被
保
険
者
（
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
っ
て
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
（
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
」
と
い
う
。）が
百

二
十
万
円
を
超
え
る
場
合

千
五
百
万
円（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

五
百
万
円
）

当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。

及
び

並
び
に
第
四
号
イ

並
び
に
次
条
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。）中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五

条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
を
い
う
。
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）

当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百

九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法

第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て

は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控

除
前
の
金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）

に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第

一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条

の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

合
計
所
得
金
額
か
ら
特
別
控
除
額
（
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条

第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五

条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
及
び
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第

三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡

所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
の
合
計
額
を
い
う
。）を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得

金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五

条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す

る
。
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）

当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
年
金
の
収

入
金
額
の
総
額

ロ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八
十
万
円
を
超
え
百
二
十
万
円
以
下
で

あ
る
場
合

千
五
百
五
十
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
百
五

十
万
円
）

ハ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

千
六
百

五
十
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
百
五
十
万
円
）

ニ

第
二
号
被
保
険
者
（
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）で
あ
る
場
合

二
千
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に

配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
千
万
円
）

ホ

令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
老
齢
福
祉
年
金
（
以
下
「
老
齢
福
祉
年
金
」
と
い
う
。）

の
受
給
権
を
有
す
る
者
で
あ
る
場
合

二
千
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
一
千
万
円
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
構
成
員
の
数（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
同
一
の
世
帯
に
属
し
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
数
に
一
を
加
え
た
数
）
が
二
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
構
成
員
の
数（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
同
一
の
世
帯
に
属
し
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
数
に
一
を
加
え
た
数
）
が
二
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報 



イ

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
（
当
該
世
帯
主
又
は
世
帯
員
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に

よ
り
当
該
者
が
世
帯
を
異
に
し
て
も
、
当
該
者
は
、
な
お
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
の
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の

前
年
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
及
び
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の

合
計
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
計

額
か
ら
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

見
込
額
に
九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分

の
二
十
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
三
十
）を
乗
じ
て
得
た
額（
高

額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
を

控
除
す
る
。）の
年
額
並
び
に
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
及
び
居
住
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
払
う
見
込

額
の
年
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

イ

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
（
当
該
世
帯
主
又
は
世
帯
員
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に

よ
り
当
該
者
が
世
帯
を
異
に
し
て
も
、
当
該
者
は
、
な
お
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
の
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の

前
年
（
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前

々
年
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
を
い
う
。）及
び
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
特
定

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
の
合

計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当

該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の
金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場

合
に
は
、
零
と
す
る
。）に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一

項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
特
別
控
除
額
（
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、

第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
及
び
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、

第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所

得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
の
合
計
額
を
い
う
。）を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額

が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を

控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）の
合
計
額
か
ら
当
該
特
定
介
護

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
に
九
十
分
の
十

（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
二
十
、
同
条
第
二
項

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
三
十
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

が
支
給
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
を
控
除
す
る
。）の
年
額

並
び
に
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
及
び
居
住
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
払
う
見
込
額
の
年
額
の
合
計
額

を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
〜
ニ

（
略
）

ロ
〜
ニ

（
略
）

（
特
定
入
所
者
の
負
担
限
度
額
に
係
る
市
町
村
の
認
定
）

（
特
定
入
所
者
の
負
担
限
度
額
に
係
る
市
町
村
の
認
定
）

第
八
十
三
条
の
六

前
条
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。）を
受
け

よ
う
と
す
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
八
十
三
条
の
六

前
条
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。）を
受
け

よ
う
と
す
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
年
金
た
る
給
付
の
支

払
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
給
付
の
種
別

六

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月

が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
年
金
た
る
給
付
の
支

払
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
給
付
の
種
別

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
同
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
並
び
に
前
条
第
一
号
イ
か

ら
ホ
ま
で
又
は
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
市
町
村
が
銀
行
、
信
託
会
社
そ
の
他
の
機
関
に
確
認
す
る
こ
と
の

同
意
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
町
村
は
、
当
該
書
類
に
よ
り
明
ら
か
に
す
べ
き
事
実
を

公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
同
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
並
び
に
前
条
第
一
号
又
は

第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
市
町
村
が
銀
行
、
信
託
会
社
そ
の
他
の
機
関
に
確
認
す
る
こ
と
の
同
意
書
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
町
村
は
、
当
該
書
類
に
よ
り
明
ら
か
に
す
べ
き
事
実
を
公
簿
等
に
よ
っ

て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
〜
10

（
略
）

３
〜
10

（
略
）
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（
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
申
請
）

（
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
申
請
）

第
九
十
七
条
の
二

（
略
）

第
九
十
七
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
が
、
令
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

市
町
村
は
、当
該
書
類
に
よ
り
明
ら
か
に
す
べ
き
事
実
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、

当
該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
が
、
令
第
二
十
九
条
の
二
の
二
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

市
町
村
は
、当
該
書
類
に
よ
り
明
ら
か
に
す
べ
き
事
実
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、

当
該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
）

（
法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
）

第
九
十
七
条
の
三

法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

及
び
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
つ
い
て
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支

給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

第
九
十
七
条
の
三

法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

及
び
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
つ
い
て
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支

給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

一

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
が
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（
法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
受
け
る
日

の
属
す
る
年
度
（
当
該
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村

の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
居
宅
要
支
援

被
保
険
者
及
び
そ
の
者
の
配
偶
者
が
所
有
す
る
現
金
等
が
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額
以
下
で
あ
る
も
の

一

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
が
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（
法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
受
け
る
日

の
属
す
る
年
度
（
当
該
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村

の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
た
者
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
居
宅
要
支
援

被
保
険
者
及
び
そ
の
者
の
配
偶
者
が
所
有
す
る
現
金
、
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
預
貯

金
、
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
合
同
運
用
信
託
、
同
項
第
十
五
号
の
三
に
規
定
す
る
公
募
公
社
債
等
運
用

投
資
信
託
及
び
同
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
資
産
の
合
計
額
と
し
て
市

町
村
長
が
認
定
し
た
額
が
二
千
万
円
（
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

一
千
万
円
）
以
下
で
あ
る
も
の
。

イ

第
一
号
被
保
険
者
（
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
っ
て
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
（
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
」
と
い
う
。）が
百

二
十
万
円
を
超
え
る
場
合

千
五
百
万
円
（
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ

て
は
、
五
百
万
円
）

当
該
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。

及
び

に
お
い

て
同
じ
。）中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的

年
金
等
の
収
入
金
額
を
い
う
。）

当
該
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第

二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得

税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ

い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
三
の
三

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の
金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控

除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措

置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、

第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第

一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
特
別
控
除
額（
同

法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、

第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第

一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
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か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
及
び
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、第
三
十
四
条
第
一
項
、

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
の
合

計
額
を
い
う
。）を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す

る
。）か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零

を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）

当
該
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
年
金

の
収
入
金
額
の
総
額

ロ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八
十
万
円
を
超
え
百
二
十
万
円
以
下
で

あ
る
場
合

千
五
百
五
十
万
円
（
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五

百
五
十
万
円
）

ハ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

千
六
百

五
十
万
円
（
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
百
五
十
万
円
）

ニ

第
二
号
被
保
険
者
（
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）で
あ
る
場
合

二
千
万
円
（
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険

者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
千
万
円
）

ホ

老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
者
で
あ
る
場
合

二
千
万
円
（
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
配

偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
千
万
円
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
）

（
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
）

第
百
四
十
六
条

法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る

事
由
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
老
齢
等
年
金
給
付
（
法
第
百
三
十
一
条
に
規
定
す
る
老
齢
等
年
金
給
付
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
支
払
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
当
該
年
の
六
月
一
日
か
ら

翌
年
の
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
支
払
わ
れ
る
当
該
老
齢
等
年
金
給
付
の
額
の
総
額
が
、
令
第
四
十
一
条
に

定
め
る
額
未
満
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
百
四
十
六
条

法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る

事
由
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
老
齢
等
年
金
給
付
（
法
第
百
三
十
一
条
に
規
定
す
る
老
齢
等
年
金
給
付
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
支
払
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
当
該
年
の
六
月
一
日
か
ら

翌
年
の
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
支
払
わ
れ
る
当
該
老
齢
等
年
金
給
付
の
額
の
総
額
が
、
令
第
四
十
一
条
に

定
め
る
額
未
満
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
条
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十

一
条
若
し
く
は
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
第
一
条
に
よ
る

改
正
前
の
国
民
年
金
法
第
二
十
条
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）第
三
十
八
条
、

昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
若
し
く
は
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
昭

和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
第
三
条
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
八
条
、
国
家
公
務
員
共

済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
七
十
四
条
、
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
国
共
済
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。）

附
則
第
十
一
条
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
。
以
下
「
私
学
共
済

法
」
と
い
う
。）第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）、
地
方
公

務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
七
十
六
条
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
地
共
済
法
等
改
正
法
」

と
い
う
。）附
則
第
十
条
、
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法

（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
十
三
条
の
七
、
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共

済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
百
一
号
。
以
下
「
平
成
十
三
年
厚
生
農
林
統
合
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
十
三
年
厚
生
農
林
統
合
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
平
成
十
二
年
農
林
共
済
改
正
法
第
二
十
三
条
の
二
又
は
平
成
十
三
年
厚
生
農
林
統
合
法
附
則

二

国
民
年
金
法
第
二
十
条
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。

以
下
「
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
一
条
若
し
く
は
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ

り
適
用
さ
れ
る
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
第
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
第
二
十
条
、
厚
生

年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
三
十
八
条
、
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則

第
五
十
六
条
若
し
く
は
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
第
三
条

に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
八
条
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百

二
十
八
号
）
第
七
十
四
条
、
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律

第
百
五
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
国
共
済
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
一
条
（
私
立
学
校
教
職
員
共

済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
。
以
下
「
私
学
共
済
法
」
と
い
う
。）第
四
十
八
条
の
二
の
規

定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年

法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
七
十
六
条
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六

十
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
地
共
済
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
条
、
昭
和
六
十
年

国
民
年
金
等
改
正
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第

二
十
三
条
の
七
、
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農

林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
一
号
。
以
下
「
平
成
十

三
年
厚
生
農
林
統
合
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
平
成
十
三
年
厚
生
農
林
統
合
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
平
成
十
二
年
農
林
共
済

改
正
法
第
二
十
三
条
の
二
又
は
平
成
十
三
年
厚
生
農
林
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
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第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
十
三
年
厚
生
農
林
統
合
法

附
則
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
附
則
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
当

該
老
齢
等
年
金
給
付
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
十
三
年
厚
生
農
林
統
合
法
附
則
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す

る
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
附
則
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
老
齢
等
年
金
給
付
の
支
給
が
停
止
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

（
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
旧
措
置
入
所
者
）

（
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
旧
措
置
入
所
者
）

第
百
七
十
二
条
の
二

第
八
十
三
条
の
五
、
第
八
十
三
条
の
六
（
第
一
項
第
六
号
を
除
く
。）、
第
八
十
三
条
の
七

及
び
第
八
十
三
条
の
八
の
規
定
は
、
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
旧
措
置
入

所
者
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
要
介
護
旧
措
置
入
所
者
を
い
う
。）に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
七
十
二
条
の
二

第
八
十
三
条
の
五
、
第
八
十
三
条
の
六
（
第
一
項
第
六
号
を
除
く
。）、
第
八
十
三
条
の
七

及
び
第
八
十
三
条
の
八
の
規
定
は
、
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
旧
措
置
入

所
者
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
要
介
護
旧
措
置
入
所
者
を
い
う
。）に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
三
条
の
五

（
略
）

（
略
）

第
八
十
三
条
の
五

（
略
）

（
略
）

第
九
十
七
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。）

が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村

の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当

該
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
た
者

（
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に

お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有

し
な
い
者
を
除
く
。
同
条
に
お
い
て

同
じ
。）で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
要
介

護
被
保
険
者
及
び
そ
の
者
の
配
偶
者

が
所
有
す
る
現
金
、
所
得
税
法
（
昭

和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二

条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
預
貯

金
、
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
合

同
運
用
信
託
、
同
項
第
十
五
号
の
三

に
規
定
す
る
公
募
公
社
債
等
運
用
投

資
信
託
及
び
同
項
第
十
七
号
に
規
定

す
る
有
価
証
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
資
産
の
合
計
額
と
し
て
市
町
村

長
が
認
定
し
た
額
（
第
九
十
七
条
の

三
第
一
号
に
お
い
て
「
現
金
等
」
と

い
う
。）が
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら

ホ
ま
で
に
定
め
る
額
以
下
で
あ
る
も

の

）
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町

村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

当
該
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
た
者

（
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に

お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有

し
な
い
者
を
除
く
。）

除
く
。
同
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ

り
、
か
つ
、
当
該
要
介
護
被
保
険
者

及
び
そ
の
者
の
配
偶
者
が
所
有
す
る

現
金
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法

律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第

十
号
に
規
定
す
る
預
貯
金
、
同
項
第

十
一
号
に
規
定
す
る
合
同
運
用
信

託
、
同
項
第
十
五
号
の
三
に
規
定
す

る
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
及

び
同
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
有
価

証
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
資
産

の
合
計
額
と
し
て
市
町
村
長
が
認
定

し
た
額
が
二
千
万
円
（
当
該
要
介
護

被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
一
千
万
円
）
以
下
で
あ

る
も
の

除
く
。）

イ

第
一
号
被
保
険
者
（
ホ
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い

て
同
じ
。）で
あ
っ
て
、
次
の

か

ら

ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

（
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
「
公
的
年

金
等
の
収
入
金
額
等
」
と
い
う
。）

が
百
二
十
万
円
を
超
え
る
場
合
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千
五
百
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保

険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
五
百
万
円
）

当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年

（
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月

か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
前
々
年
。

及
び

並

び
に
第
四
号
イ
並
び
に
次
条
第

一
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。）

中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額

（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二

項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年

金
等
の
収
入
金
額
を
い
う
。
第

四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）

当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年

の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法

第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十

三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金

額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金

額
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が

含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当

該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計

算
し
た
金
額
（
租
税
特
別
措
置

法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
三
の

三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除

が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

そ
の
控
除
前
の
金
額
）
か
ら
十

万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当

該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に

は
、
零
と
す
る
。）に
よ
る
も
の

と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三

十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
、第
三
十
四
条
第
一
項
、

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第

三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三

十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条

の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の

三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
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特
別
控
除
額
（
同
法
第
三
十
三

条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第

三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三

十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十

五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の

二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三

第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所

得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金

額
及
び
同
法
第
三
十
三
条
の
四

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四

条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条

の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第

一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定

に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得

の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額

の
合
計
額
を
い
う
。）を
控
除
し

て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所

得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に

は
、
零
と
す
る
。
第
四
号
イ
に

お
い
て
同
じ
。）か
ら
所
得
税
法

第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に

掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た

額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場

合
に
は
、
零
と
す
る
。
第
四
号

イ
に
お
い
て
同
じ
。）

当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
年

金
の
収
入
金
額
の
総
額

ロ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八

十
万
円
を
超
え
百
二
十
万
円
以
下

で
あ
る
場
合

千
五
百
五
十
万
円

（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
配
偶

者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五

百
五
十
万
円
）
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ハ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八

十
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

千
六

百
五
十
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保

険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
六
百
五
十
万
円
）

ニ

第
二
号
被
保
険
者
（
ホ
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。）で
あ
る
場
合

二

千
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険
者

に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て

は
、
一
千
万
円
）

ホ

令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
七

項
に
規
定
す
る
老
齢
福
祉
年
金

（
以
下
「
老
齢
福
祉
年
金
」
と
い

う
。）の
受
給
権
を
有
す
る
者
で
あ

る
場
合

二
千
万
円
（
当
該
要
介

護
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場

合
に
あ
っ
て
は
、
一
千
万
円
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
八
十
三
条
の
六
第
二
項

証
す
る
書
類
並
び
に
前
条
第
一
号
イ

か
ら
ホ
ま
で
又
は
第
四
号
ロ
に
掲
げ

る
事
項
を
市
町
村
が
銀
行
、
信
託
会

社
そ
の
他
の
機
関
に
確
認
す
る
こ
と

の
同
意
書

証
す
る
書
類

第
八
十
三
条
の
六
第
二
項

証
す
る
書
類
並
び
に
前
条
第
一
号
又

は
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
市
町

村
が
銀
行
、
信
託
会
社
そ
の
他
の
機

関
に
確
認
す
る
こ
と
の
同
意
書

証
す
る
書
類

（
略
）

（
略
）

附

則

附

則

（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
の
特
例
）

（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
の
特
例
）

第
二
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
第
八
十
三
条
の

五
に
規
定
す
る
者
の
ほ
か
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
短
期
入
所
療

養
介
護
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
居
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

第
二
十
三
条

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
第
八
十
三
条
の

五
に
規
定
す
る
者
の
ほ
か
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
短
期
入
所
療

養
介
護
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
居
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

平
成
十
八
年
改
正
令
附
則
第
二
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
老
齢
福
祉
年
金
の
受
給

権
を
有
し
て
い
る
も
の

二

平
成
十
八
年
改
正
令
附
則
第
二
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
令
第
二
十
二
条
の
二
第

七
項
に
規
定
す
る
老
齢
福
祉
年
金
（
以
下
「
老
齢
福
祉
年
金
」
と
い
う
。）の
受
給
権
を
有
し
て
い
る
も
の

２

（
略
）

２

（
略
）
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様
式
第
一
号
の
二
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給
付
）

（
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
八
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給
付
）

第
八
十
三
条
の
三

令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
十
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

第
八
十
三
条
の
三

令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
八
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
申
請
）

（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
の
申
請
）

第
八
十
三
条
の
四

（
略
）

第
八
十
三
条
の
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
、
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
町

村
は
、
当
該
書
類
に
よ
り
明
ら
か
に
す
べ
き
事
実
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当

該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
、
令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
町

村
は
、
当
該
書
類
に
よ
り
明
ら
か
に
す
べ
き
事
実
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当

該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
）

（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
）

第
八
十
三
条
の
五

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
短
期
入
所

療
養
介
護
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

第
八
十
三
条
の
五

法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
市
町
村
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
（
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
短
期
入
所

療
養
介
護
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
つ
き
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
特
例
居
宅
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
を
受
け
る
者
に
限
る
。）と
す
る
。

一

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な

い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
み
、
配
偶
者
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
場
合
、
要
介

護
被
保
険
者
が
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

三
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場

合
に
お
け
る
当
該
配
偶
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）が
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
度
（
当
該
特
定
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）分
の
地
方
税
法（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）が
課
さ

れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
た
者
（
当
該

市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。）で
あ
り
、
か
つ
、
当

該
要
介
護
被
保
険
者
及
び
そ
の
者
の
配
偶
者
が
所
有
す
る
現
金
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三

号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
預
貯
金
、
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
合
同
運
用
信
託
、
同
項
第

十
五
号
の
三
に
規
定
す
る
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
及
び
同
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
資
産
の
合
計
額
と
し
て
市
町
村
長
が
認
定
し
た
額
が
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る

区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額
以
下
で
あ
る
も
の

一

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な

い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
み
、
配
偶
者
が
行
方
不
明
と
な
っ
た
場
合
、
要
介

護
被
保
険
者
が
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

三
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場

合
に
お
け
る
当
該
配
偶
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）が
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
度
（
当
該
特
定
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）分
の
地
方
税
法（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を

含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
三
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）が
課
さ

れ
て
い
な
い
者
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
免
除
さ
れ
た
者
（
当
該

市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。）で
あ
り
、
か
つ
、
当

該
要
介
護
被
保
険
者
及
び
そ
の
者
の
配
偶
者
が
所
有
す
る
現
金
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三

号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
預
貯
金
、
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
合
同
運
用
信
託
、
同
項
第

十
五
号
の
三
に
規
定
す
る
公
募
公
社
債
等
運
用
投
資
信
託
及
び
同
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
資
産
の
合
計
額
と
し
て
市
町
村
長
が
認
定
し
た
額
が
二
千
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険

者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
千
万
円
）
以
下
で
あ
る
も
の
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第
一
号
被
保
険
者
（
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
っ
て
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
（
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
」
と
い
う
。）が
百

二
十
万
円
を
超
え
る
場
合

千
五
百
万
円（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

五
百
万
円
）

当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
。

及
び

並
び
に
第
四
号
イ

並
び
に
次
条
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。）中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五

条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
を
い
う
。
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）

当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百

九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法

第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て

は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控

除
前
の
金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）

に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第

一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条

の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

合
計
所
得
金
額
か
ら
特
別
控
除
額
（
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条

第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五

条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
及
び
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第

三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡

所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
の
合
計
額
を
い
う
。）を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得

金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五

条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す

る
。
第
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）

当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
年
金
の
収

入
金
額
の
総
額

ロ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八
十
万
円
を
超
え
百
二
十
万
円
以
下
で

あ
る
場
合

千
五
百
五
十
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
百
五

十
万
円
）

ハ

第
一
号
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
等
が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

千
六
百

五
十
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
百
五
十
万
円
）

ニ

第
二
号
被
保
険
者
（
ホ
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）で
あ
る
場
合

二
千
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に

配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
千
万
円
）

ホ

令
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
者
で
あ
る
場
合

二
千
万
円
（
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
配
偶
者
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
千
万
円
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
構
成
員
の
数（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
同
一
の
世
帯
に
属
し
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
数
に
一
を
加
え
た
数
）
が
二
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
構
成
員
の
数（
そ
の
者
の
配
偶
者
が
同
一
の
世
帯
に
属
し
て
い
な
い
と
き
は
、

そ
の
数
に
一
を
加
え
た
数
）
が
二
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
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イ

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
（
当
該
世
帯
主
又
は
世
帯
員
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に

よ
り
当
該
者
が
世
帯
を
異
に
し
て
も
、
当
該
者
は
、
な
お
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
の
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の

前
年
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
及
び
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の

合
計
所
得
金
額
か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
の
合
計

額
か
ら
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

見
込
額
に
九
十
分
の
十
（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分

の
二
十
、
同
条
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
三
十
）を
乗
じ
て
得
た
額（
高

額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
を

控
除
す
る
。）の
年
額
並
び
に
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
及
び
居
住
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
払
う
見
込

額
の
年
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

イ

そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
（
当
該
世
帯
主
又
は
世
帯
員
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
保
険
施
設
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
に

よ
り
当
該
者
が
世
帯
を
異
に
し
て
も
、
当
該
者
は
、
な
お
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
そ
の
者
の
配
偶
者
の
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の

前
年
（
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前

々
年
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
を
い
う
。）及
び
当
該
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
当
該
特
定

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
の
合

計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当

該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の
金
額
）
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場

合
に
は
、
零
と
す
る
。）に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一

項
、
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
特
別
控
除
額
（
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、

第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
及
び
同
法
第
三
十
三
条
の
四
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、

第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡

所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
の
合
計
額
を
い
う
。）を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金

額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）か
ら
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額

を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）の
合
計
額
か
ら
当
該
特
定
介
護

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
に
九
十
分
の
十

（
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
八
十
分
の
二
十
、
同
条
第
二
項

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
七
十
分
の
三
十
）
を
乗
じ
て
得
た
額
（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

が
支
給
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
込
額
を
控
除
す
る
。）の
年
額

並
び
に
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
及
び
居
住
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
払
う
見
込
額
の
年
額
の
合
計
額

を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
八
十
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

ロ
〜
ニ

（
略
）

ロ
〜
ニ

（
略
）

（
特
定
入
所
者
の
負
担
限
度
額
に
係
る
市
町
村
の
認
定
）

（
特
定
入
所
者
の
負
担
限
度
額
に
係
る
市
町
村
の
認
定
）

第
八
十
三
条
の
六

前
条
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。）を
受
け

よ
う
と
す
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
八
十
三
条
の
六

前
条
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。）を
受
け

よ
う
と
す
る
要
介
護
被
保
険
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
年
金
た
る
給
付
の
支

払
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
給
付
の
種
別

六

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月

が
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
年
金
た
る
給
付
の
支

払
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
給
付
の
種
別

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
同
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
並
び
に
前
条
第
一
号
イ
か

ら
ホ
ま
で
又
は
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
市
町
村
が
銀
行
、
信
託
会
社
そ
の
他
の
機
関
に
確
認
す
る
こ
と
の

同
意
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
町
村
は
、
当
該
書
類
に
よ
り
明
ら
か
に
す
べ
き
事
実
を

公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
同
項
第
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
並
び
に
前
条
第
一
号
又
は

第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
市
町
村
が
銀
行
、
信
託
会
社
そ
の
他
の
機
関
に
確
認
す
る
こ
と
の
同
意
書
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
町
村
は
、
当
該
書
類
に
よ
り
明
ら
か
に
す
べ
き
事
実
を
公
簿
等
に
よ
っ

て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
〜
10

（
略
）

３
〜
10

（
略
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
等
が
受
け
た
同
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
特

定
介
護
サ
ー
ビ
ス
及
び
同
法
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
及
び
特
定
入
所
者
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

施
行
日
前
に
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
旧
介
護
保
険
法
」
と
い
う
。）第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
が
受
け
た
旧
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
旧
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
























